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 昨年末の「道路特定財源の見直しに関する具体策」に基づき、以

下の措置を講じることとし、関連法案を次期通常国会に提出する。  
  
１．真に必要な道路整備の計画的な推進  
 

１）中期計画の策定及び推進  
 

①国際競争力の強化、地域の活性化、安全・安心の確保、環境

の保全と豊かな生活環境の創造といった政策課題に対応する

ため、今後１０年間を見据えた道路の中期計画を策定し、真

に必要な道路整備は計画的に進める。  
②計画の推進に当たっては、厳格な事業評価や徹底したコスト

縮減により重点化、効率化を図るとともに、道路に関連する

施策の実施や高速道路料金の引下げ等を効果的に活用する。  
③中期計画の事業量は、５９兆円を上回らないものとする。  
④中期計画は、今後の社会経済情勢の変化や財政事情等を勘案

しつつ、５年後を目処として、必要に応じ、所要の見直しを

行う。  
 
  ２）地域の道路整備の促進  
 

  地域間格差への対応や生活者重視の視点から、地方の自主性

にも配慮しつつ、地域のニーズを踏まえた、真に必要な道路整

備を促進する。特に、  
  ①地方道路整備臨時交付金の制度改善（対象の拡大及び財政  

状況に応じた交付率の引き上げ）  
  ②道路整備に関する地方の財政負担の軽減を図るための臨時

措置（５年間、総額５０００億円規模）として、無利子貸

付制度の創設（償還時に国債整理基金特別会計に繰り入れ） 
を行う。  



 
２．既存高速道路ネットワークの有効活用・機能強化  
 

地域の活性化、物流の効率化、都市部の深刻な渋滞の解消、地

球温暖化対策等の政策課題に対応する観点から、高速道路料金の

引下げ、スマートＩＣ（インターチェンジ）の増設など既存高速

道路ネットワークの有効活用・機能強化策を推進する。 

このため、地方公共団体との連携を図るとともに、道路関係四

公団民営化の趣旨を踏まえ、高速道路会社においてコスト縮減な

ど更なる経営合理化に取り組むことによる追加的な措置の実施と

併せて、国の道路特定財源を活用して２．５兆円の範囲内で債務

を国が承継する。  
  
３．道路特定財源制度の見直し  
 

揮発油税の税収等の全額を、毎年度の予算において道路整備に

充てることを義務付けている道路整備費の財源等の特例に関する

法律第３条の規定を改める。  
また、毎年度の予算において、道路歳出を上回る税収について

は、環境対策等の政策課題への対応も考慮して、納税者の理解の

得られる歳出の範囲内で、一般財源として活用する。  
なお、厳しい財政事情を勘案し、平成２０年度予算において、  

納税者の理解の得られる歳出の範囲内で、平成１９年度を上回る

額を一般財源として活用する。  
  
４．税率水準の維持  
 

国及び地方の道路特定財源については、上記措置を着実に進め

る必要性及び、厳しい財政事情や環境面への影響にも配慮し、

２０年度以降１０年間、暫定税率による上乗せ分を含め、現行の

税率水準を維持する。  
なお、１．１）④の見直しを踏まえ、道路整備の状況等を勘案

し、必要に応じ、所要の検討を加えることとする。  
また、自動車関係諸税については、税制の簡素化が必要との指

摘もあり、今後の抜本的な税制改革にあわせ、道路の整備状況、

環境に与える影響、厳しい財政状況等も踏まえつつ、暫定税率を

含め、そのあり方を総合的に検討する。  


